
平成25年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

平成25年３月４日（月） 

                                           

                                        

（午前９時30分 開議）  私の今回の質問は、大きく２点でございま

すが、まず 初の質問は、一昨年、２年前に

なりますけれども、台風12号によりまして、

紀南地方が甚大な未曽有の被害を受けられま

した。多くの犠牲者も出たところでございま

すけれども、幸いにして本市においては、一

部内水面で浸水がありましたけれども、大き

な被害はなかったということなんですが、も

し、あの雨が紀の川水系に降っていればどう

なっていたのかなということで、そのあたり

をお聞きしたいです。というのは、住民の中

から、もしあれが来ておったら、どないなっ

とったんよなという不安の声をお聞きしまし

たので、ただしていきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は22人で全員でありま

す。 

                     

○議長（井上勝彦君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。市長から平成25

年３月１日付、橋総第235号をもって追加議案

６件が送付されました。議案はお手元に配付

いたしております。これを今会期中にご審議

願うことといたします。 

 以上で報告を終わります。 

                      まず 初に、熊野川水系流域に降った総雨

量と時系列の雨量の推移はどうなっていたん

でしょうかということ。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上勝彦君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 ２点目といたしまして、大滝ダムが本格運

用されておりますが、その中で、運用の状況

がうまくいっているのかどうかということと、

この洪水調整機能が、大雨に対してどの程度

機能するのかということでございます。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において16番 堀内君、

19番 小林君の２人を指名いたします。 

                      ３点目が、市内と本市が影響を受ける地域

の堤防の状況はどうなのかと。堤防の決壊で

あるとか、水が堤防を越えるおそれというの

はどうなのかということです。 

 日程第２ 一般質問 

○議長（井上勝彦君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は17人であります。  ４番目としまして、仮に堤防で洪水を防げ

ないとしたら、そのハザードマップといいま

すか被害予測、そして避難の計画、対策はど

うなっているのか。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、８番 中西君。 

〔８番（中西峰雄君）登壇〕  ５番目といたしまして、橋本川・山田川等

の市内を流れる支流と内水面の予測と対策に

ついてでございます。よろしくお願いします。 

○８番（中西峰雄君）おはようございます。

１番ということで一般質問を始めさせていた

だきます。  ２点目ですが、政策形成と決定過程におけ
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る全職員の参加についてということでお尋ね

いたします。 

 担当することになります政策が、部内・課

内で十分に検討されることなく、知らないま

まに上からおりてくるというようなことは論

外でございますけれども、職員は全市政につ

きまして、経営者意識あるいは当事者意識を

持って政策形成と決定を常に考え、意見を述

べ、それが反映される組織風土が必要と考え

ます。 

 １番目、まず、政策形成と決定過程は現状

どうなっているのでしょうか。それをお示し

ください。そして、その際に職員はどのよう

にかかわっているのでしょうか。 

 ２番目、担当外の事柄につきまして、職員

がものを考え、言える組織になっていますか。

そういう雰囲気・ムードの組織体質にすべき

だと考えますが、いかがでしょうかというこ

とでございます。 

 以上、壇上からの質問を終わります。よろ

しくお願いします。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君の質問項

目１、紀南大水害級の雨量が紀の川水系流域

に降った場合の予測と対応に関する質問に対

する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（森川嘉久君）登壇〕 

○総務部長（森川嘉久君）おはようございま

す。 

 それでは、台風のご質問に要旨に沿ってお

答えをいたします。 

 ①熊野川水系流域に降った総雨量と時系列

雨量の推移についてですが、平成23年の台風

12号は、大型で動きが遅かったため、長時間

にわたり台風周辺の非常に湿った空気が流れ

込み、西日本から北日本にかけての広い範囲

で大雨となりました。 

 特に、台風の中心から東側に位置した紀伊

半島では、総降雨量が広い範囲で1,000㎜を超

え、奈良県上北山村にあるアメダスでは、72

時間雨量が1976年からの統計開始以来、国内

の観測記録を大幅に上回る1,652.5㎜、総降雨

量は1,808.5㎜に達するなど、各地で記録的な

大雨となり、甚大な被害をもたらしました。 

 熊野川水系流域の総雨量については、各地

の雨量計が欠測しており、全体にわたっての

把握は困難なところですが、平成23年９月４

日、新宮市で午前４時までの１時間に132.5

㎜の猛烈な雨が観測され、累計の雨量では十

津川村風屋で1,360㎜の記録が残っています。 

 ②大滝ダムの運用状況と洪水調整機能につ

いてですが、大滝ダムは、平成23年11月に地

すべり対策工事が完成、同年12月から平成24

年６月までの試験湛水を経て、現在本格供用

に向けて運用中です。 

 現行の洪水調整については、６月15日から

８月15日の第１期で4,500万ｔ、８月15日から

10月15日の第２期で6,100万ｔの容量を確保

しながら、当面の間は、下流の河道整備状況

から、洪水時の 大放流量を毎秒1,200㎥とし

て洪水調整にあたるとお聞きしています。 

 しかし、平成23年の台風12号通過時は、ま

だ洪水調整はしておらず、ピーク時の流入量

が毎秒2,150㎥、放流量が 大毎秒1,840㎥で、

毎秒310㎥の自然調整となっていたとのこと

です。 

 ③市内と本市が影響を受ける地域の堤防の

状況、堤防決壊や堤防を越えるおそれについ

てですが、国土交通省の「紀の川水系河川整

備計画」によりますと、紀の川本川には堤防

の未整備区間や狭窄部があり、流下能力が不

十分な箇所が残されています。 

 本市域では、橋本川合流付近が河道掘削を

要する箇所、小田頭首工付近が狭窄部対策を

要する箇所と位置付けられています。また、

未堤防箇所はありませんが、小田頭首工付近

－15－ 



の左岸、九度山側では、堤防整備の必要な区

間があります。 

 このほかにも、橋本市から上流部にも、狭

窄部や未堤防区間が点在しています。「紀の川

水系河川整備計画」は、戦後 大洪水と言わ

れる伊勢湾台風のときの出水を対象として、

概ね30年間をかけて、河道整備とダムの調整

能力とで、災害の防止及び被害の軽減を図る

ことを目標とされていますが、今申し上げた

現況の河川の断面が不足している箇所におい

て、ダムでの洪水調整をしていただいた上で、

その流下能力を上回る出水があった場合には、

堤防が決壊したり、越流する可能性はありま

す。 

 ④仮に堤防で洪水を防げないとしたら、ハ

ザードマップと避難計画についてですが、熊

野川は、大峰山脈を源とする十津川と大台ケ

原を源とする北山川を主たる水系として、新

宮市熊野川町で合流し、熊野川となります。

熊野川水系流域の降雨状況については、さき

に述べたところですが、流域の年間平均雨量

は2,500㎜から3,000㎜となっており、本市の

1,353㎜や上流部の2,000㎜前後を大きく上回

る多雨地域です。源流部の大台ケ原は4,000

㎜を超え、紀の川水系も同じ源となっていま

す。 

 台風12号のときに、大台ケ原では総雨量

2,433㎜が記録されておりますが、下流域では、

大滝ダムに関係する流域で平均1,200㎜と推

計されており、高見川水系で600㎜足らず、五

條市では237㎜、本市では310㎜となっていま

す。同じ台風による影響によっても、実際の

降雨の状況は以上のとおりであり、熊野川水

系と同じ雨量や降り方を仮定することは現実

的ではないと考えておりますが、もし仮定す

るなら、現在の河道の状況から、浸水被害が

発生する可能性はあると考えられます。 

 洪水による被害の防止・軽減に向け、既に

全戸配布している洪水ハザードマップの周知

徹底、地域の水防活動、放流による大滝ダム

との情報連携、雨量や推移情報等の的確な収

集等に努めるとともに、平成25年度に和歌山

県が導入を予定している、より精度の高い降

水システムを活用し、台風12号の教訓から、

避難勧告等については「夜間の避難の危険性

から発令時間帯の考慮」、「的確な発令をする

ための判断基準の整備」、「切迫度など住民が

理解しやすい情報提供等」、提起された課題に

取り組み、減災につなげていきたいと考えて

おります。 

○議長（井上勝彦君）建設部長。 

〔建設部長（松浦広之君）登壇〕 

○建設部長（松浦広之君）おはようございま

す。 

 橋本川、山田川等の市内を流れる支流と内

水面の予測と対応についてお答えします。 

 河川整備を行う場合、その地域における過

去の降雨量から確率処理を行って設定した降

雨強度をもとに、計画を立て事業を行います。

そのため、異なる地域での降雨量によるデー

タでの分析・予測は行っておりません。 

 市内を流れる紀の川支流の多くは県管理河

川となりますが、現在、和歌山県が策定を進

めている「紀の川水系紀泉圏域河川整備計画

案」においても、橋本市における10年から100

年確率で設定した降雨強度を用いて計画が行

われています。 

 なお、紀南地域では、１時間当たりの降雨

強度は本市の約1.5倍の数値が用いられてい

ますが、平成23年の台風12号の際には、残念

ながら甚大な被害が発生しました。このこと

から推察しますと、台風12号規模の紀南地域

における降雨量が紀の川水系に降ったと仮定

した場合、本市でも大規模な被害が発生する

おそれは十分にあると考えられます。 

 しかしながら、そうした想定に対し、河川
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整備等のハード面での対応には限界があるこ

とから、災害時での対応として、本市の防災

計画に基づき、情報の収集や避難計画といっ

た生命の保護を 優先に考えたソフト対策に

よる被害の 小化を図り、あわせて市民の皆

さんへの啓発等も重要であると考えます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君、再質問

ありますか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）熊野川流域の年間総雨

量の予測と、この紀の川流域の年間総雨量は

全然数値が違いますね。熊野川は2,500㎜とか

3,000㎜とかで、橋本市は1,353㎜ということ

で、まあ半分ぐらいの予測になっておるわけ

ですけども、ただ、今回の質問は、一昨年の

あの雨が、もしこちらに来ていればという仮

定なんですよね。 

 その仮定でいいますと、大滝ダムの洪水調

整機能を果たしたとしても、あの雨では恐ら

く数時間、私の計算によりますと約６時間と

か８時間ぐらいしか、ダムの湛水能力はもた

ないですね。となってくると、やはり降った

雨が、そのまま放流せざるを得ない事態とい

うのも考えられるわけなんですが、そのとき

に、やはりこの橋本市の地域の堤防を越えて

しまうということが予測されるわけです。で

すけども、そこのところは、もう少しご説明

いただきたいなというふうに思います。 

 それと、大滝ダムのピーク時に2,150ｔ流入

しておるんですけども、それに対して、放流

は1,840ｔを放流しておったと。ということに

なりますと、1,840ｔ放流したときに、本市で

は南馬場の緑地が冠水する程度であったとす

るならば、2,150ｔまるまる流したとしても、

堤防はもったんじゃないかなと思うんですけ

ども、いかがなんでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（森川嘉久君）ちょっとそこまで

現在のところ想定をしておりませんので、確

かな形でご答弁はさせていただけないわけで

ございますが、当然のことながら、先ほど議

員言われましたように、台風12号通過時で

2,150㎥で放流量が1,840㎥と、毎秒310㎥の調

整を行っておった段階でも、これで50時間ぐ

らいの調整ということでございましたので、

当然、それが３倍程度の水量ということにな

りますと、時間は先ほど議員がおっしゃった

形になってこようかというふうに思います。 

 当然のことながら、満水になる前にダムを

保護する必要がございますので、ダムのほう

は放流をするという形になってきますので、

放流が行われた以降の降水量については、全

部、全水量流れ出すという形になってきます

ので、降雨が長時間続けば、その後の水量は

全部紀の川水系へ流れ出してくるという可能

性がございます。その場合、当然、先ほども

申し上げましたように、堤防が万全というこ

とはもちろんないわけでございまして、越流

する可能は十分あると考えてはおります。 

 先ほどご質問いただきました数量のところ

は、ちょっと私のほうからは明確にご答弁、

今の段階でさせていただけないので、申しわ

けございません。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）答弁で、ちょっとあい

まいに聞こえる部分があったというのは、要

するに、熊野川流域の雨量が、雨量といいま

すか、台風12号のときに熊野川流域に降った

雨量が、紀の川水系地域に降るということは

想定しにくいというお話がありました。想定

しにくいというお話があったんですけども、

ただ、私が思いますに、あのとき台風の動き

とか、それから気圧配置が、たまたま熊野川

水系に多量の雨を降らしたんであって、あの

気圧配置とかが違っていれば、紀の川水系に

もあれだけの雨が降ったおそれは、十分考え
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られるというふうに思います。そのときには、

この紀の川の、大滝ダムも含めた、堤防も含

めた洪水の防止機能を超える雨になるおそれ

もある、十分に考えられるというふうに私は

思うんですが、そこのところの想定外である

というところは、もう一つ、私としてはあま

り納得がしにくいんですけれども、いかがで

すか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（森川嘉久君）雨量に関しまして、

過去からのデータを見ますと、先ほど申し上

げたような形で、熊野川水系と同じような雨

量が紀の川水系に同じように出てくるという

ことが、非常に確率的に考えにくいというこ

とではありますけども、これは絶対ないとい

うことではございませんので、議員おっしゃ

られるように、もし熊野川水系と同じような

ことが発生すれば、当然のことながら現在の

ダムの調整機能、あるいは堤防の河川整備計

画による堤防の高さでは、現状では越流ある

いは決壊がしないという保証は全くないとい

うふうに考えております。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）それでは、支流のほう

に移らせていただきますけども、支流もこの

あたりと、それから紀南では、雨量の予測が

全然違いますね。年間、このあたりで時間雨

量が七十二、三㎜に対して、紀南のほうでは

100㎜を超える雨量の予測というふうになっ

ておるわけですけども、それで七十二、三㎜

というような雨量でハード整備がされている

ということであれば、100㎜を超えるような雨

が降った場合には、支流についても全くとい

いますか、本当に危険な状態になってしまう

というふうに判断してよろしいでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）ちなみに100年確率

で、本市周辺での計画雨量としては86㎜、そ

れから紀南地域では127㎜で、100年確率の場

合、河川の計画を立てることになります。単

純に申しますと、この雨量を上回りますと計

画降水以上になります。ただ、堤防は若干余

裕高等も見ておりますので、即オーバーフロ

ーということにはならんと思いますけども、

計算上は議員ご指摘のとおり、計画をオーバ

ーすればオーバーフローもあり得るというこ

とです。 

 ただ、雨量につきましては、単純に比較は

できません。地形とか、そういったもろもろ

で流出係数ですとか、河川に到達するまでの

時間ですとか、そういったことで単純比較は

できません。ですので、もう少し慎重な解析

は必要かと思いますけども、単なる数字の比

較としては議員ご指摘のとおりかなというふ

うに思います。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）それでは、なかなかめ

ったにあることではないんだけれども、危険

はあるということなので、その災害予測と対

策についてなんですが、想定外という言葉が、

例の東北の大震災でも言われましたし、紀南

でも言われました。想定外であると。つまり、

自分の人生の中でこんな大雨知らないという

ことになってくると、人の意識としては、ま

あ、いけるんじゃないかというふうに思いが

ちだと思うんです。そのいけるんじゃないか

という気持ちが、人命にかかわっていくとい

うふうに思いますけれども、このあたりの、

そうじゃありませんよということ、いたずら

に不安をあおるようなことはいけませんけれ

ども、やはり、水による災害のおそれがある

地域の住民の方には、十分に気持ちの備えを

してもらう必要があると思います。その備え

の仕方について、一工夫要るんじゃないかな

と思いますが、今どういうことをお考えでし

ょうか。 
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○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（森川嘉久君）先ほども一部ご答

弁させていただいたところですが、想定外の

ことではあるけども、浸水した場合に、どう

いうふうなところまで浸水するかということ

で、県で作成されたハザードマップがござい

まして、それについて以前から全戸配布をさ

せていただいておるところです。 

 ただし、あまり深く見ていただいて認識し

ていただいてあるというのも、なかなか少な

いようでございますので、特にその浸水地域

につきましては、今後、自主防災組織であり

ますとか関係機関の協力も得ながら、できる

だけ防災講習会、訓練等のときに啓発活動を

していくという形で対応させていただきたい

と思っております。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）ハザードマップ、全戸

配布していただいたということなんですが、

私もそれをお聞きしまして、知らなかったん

ですね。私のところもそのハザードマップの

中にきっちり入っておりまして、知らなかっ

たんですけども、本当にそういう啓発を十分

にこれから進めていっていただきたいと思い

ます。 

 あと、避難の計画といいますか、対策です

ね。どういうふうに避難の勧告とかをしてい

くかということについて、具体的にお考えい

ただけているんでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（森川嘉久君）現在、自主防災計

画の見直しを進めておりまして、一部完成し

たところでございますが、毎年見直ししてい

く中で、特に、先ほども申し上げましたが、

避難勧告等の発令をする場合の判断基準の整

備でありますとか、住民の方が理解のしやす

いような情報提供の形でありますとか、そう

いうことについて一応マニュアル化はされて

おりますけども、これも再度、よりわかりや

すいような形にさせていただきたいというふ

うに考えております。 

 それから、避難所の問題もあるわけでござ

いますけども、これは浸水の面もございます

が、ほかの土砂災害等の危険もございますの

で、その辺も含めて総合的に、それから避難

場所の確保ということもございますので、な

かなか現状では難しい点もあるんですけども、

そこの辺も含めまして、再度きちっとした形

で点検をしてまいりたいというふうに思って

おります。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）一点だけ申し上げてお

きますけども、特に、川の南側については、

これといった避難場所がないんですね。紀の

川が増水してくる。で、越流するということ

になってくると、橋は当然渡って北岸には行

けないと。じゃあどこに逃げるんかなという

と、逃げる場所がないというのが現状ですの

で、これも大きな課題です。その点も踏まえ

て、対策をお考えいただきたいと要望してお

きます。 

 １番の質問は終わらせていただきます。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目２、政

策形成と決定過程における全職員の参加に関

する質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（森口清隆君）登壇〕 

○企画部長（森口清隆君）次に、政策形成と

決定過程における全職員の参加についてお答

えします。 

 本市では、行政運営の基本方針及び重要施

策に関する事項の審議並びに総合調整を行う

ため、政策調整会議を設置しています。会議

は、市長をはじめとする経営幹部により構成

し、政策的判断が必要となる案件について、

関係部課長等も入った中で審議を行い、決定
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しています。 

 １点目の、職員の関与についてでございま

すが、会議に諮る案件は、政策決定のための

審議の場であることを意識付け、提出元の部

署としての方向性や考え方が必ず示されたも

のとなっています。そこに至る過程として、

原課内はもちろんのこと、関係各課との十分

な協議、調整が必要であり、職員のさまざま

な意見が反映された結果がもとになっている

と考えています。 

 ２点目の、職員が常に意見が言える組織体

質にすべきについてですが、職員一人ひとり

が、常に当事者意識を持って物事を考えるこ

とは、組織の活性化においても大切です。所

属課内では、それぞれ意見を述べる機会が与

えられていると思いますが、課を超え、他の

所管事業や施策に対して意見を述べるとなる

と、やはり発言しにくい現状にあります。業

務改善にかかわる事項については、職員提案

制度により、所属に関係なく自由な提案が可

能ですが、政策的な事項で、所属の枠を超え

たさまざまな意見をどう取り込むかについて

は、主として組織の管理職のリーダーシップ

やコミュニケーション能力が関与すると考え

ます。 

 課や部の枠を超え、横断的な意見交換がで

きる取り組みについても今後検討してまいり

たいと思いますので、ご理解のほど、よろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君、再質問

ありますか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）この質問をさせていた

だくに至った理由を申し述べたいと思います。

それは、私から見たときに、いささかこれは

いかがかなというふうに感じる、考える施策、

政策があるわけです。それを思ったときに、

果たしてそういうふうに考えるのは私だけで

あろうかというふうに思いますと、そうでは

ないんじゃないかなと。恐らく、市の職員の

中でも、政策、施策について、いかがかなと

考える方もいらっしゃるだろうというふうに

推測するわけですね。 

 大変、市の職員も千差万別でございますけ

れども、優秀な職員もたくさんいらっしゃる

と思います。その優秀な方がたくさんいらっ

しゃる中で、どうかなと思える政策が決定さ

れ、実施されていく。あるいは、業務執行の

上でも、その執行の仕方について、いかがか

なと思う執行の仕方がされている場合がある

と。これは全くおか目八目の、私ら議員、部

外の者から見てそうなわけですから、内容の

よくわかっておられる職員については、より

一層そういうことがあるんじゃないかなとい

うふうに思って、じゃあ、その声を聞いた上

で、 終的には政策調整会議を経た上で、市

長が決断をされればいいんじゃないかなとい

うふうに考えるわけです。 

 何といいましても、 終の決断というのは

市長の専権であろうというふうに思いますけ

れども、やはり個人個人、一人の考えは一人

の考えです。そのときに、これだけ600人を超

える職員がいる。そして、優秀な方々もたく

さんいる。そういう方々が、一体その政策に

ついてどういうふうに考えているのかな、あ

るいはどういうふうに感じているのかなとい

うようなことは、一旦吸い上げるという過程

がほしいなと。あればいいなというところな

んですね。 

 調整会議に上がってくるものについては、

原課で十分に話をしますし、そして、連絡、

関係する各部署との調整も経た上でというこ

とでございますけども、全く関係のないとこ

ろにいる職員は、じゃあそれでいいのかと。

つまり、自分たちの組織の運営なんですね。

経営なんです。その自分たちの組織の経営に
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ついて、重要なことが決定されるにもかかわ

らず、それはまるで関係のないものであるか

のごとき態度で、態度といいますか姿勢で勤

務をしておられるということで、いいのかな

というところから質問させていただいている

んですね。 

 私ども議会も、当然、審議機関として、一

定の政策について判断をしていかなければな

らない立場なんですけれども、議会は議会と

しての判断があろうと思います。しかしなが

ら、組織の中の人として、確かに自分が関係

しない部署の話を、横槍を入れるようなこと

というのはしにくいし、あるいは組織の邪魔

になるということも十分に考えられるわけで

すけれども、それでも、本当にその仕事は自

分たちの仕事であるという当事者意識を持っ

て物事を見ていく、考えていくという組織の

風土になってないと私は思います。どちらか

といいますと、もうあきらめているといいま

すかね。それは私の知ったことではないとい

うようなところが、大変強いんじゃないかな

というふうに思いますが、その点の現状につ

いて、組織風土、どうお考えですか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）ただ今のご質問で

ございますが、確かに８番議員おっしゃるよ

うに、職員全員が市政に関心を持ち、いろん

な市政にかかわっていくと。これは誠に重要

なことかと思います。ただ、職員の意見も、

それぞれ千差万別のときも確かにございます。

それで、何をとるかと見きわめるのが 終、

市長の決断ということになろうかと思います。 

 現在、先ほども申しましたように、政策調

整会議で 終決定するわけでございますが、

そこに至るまでには課内、また課を超えて、

いろいろな協議をしておるというのは確かで

ございます。しかしながら、それが全員の考

えを吸収しているかということは、確かにそ

ういう形にはなってございません。それは、

そういう常設の組織体制をまだ組んでおらん

ということでございますが、まず、案件によ

りましては、私の思いつくところでは、その

案件によって、単発的ではございますが委員

会組織を形成して、職員の中で、内部でやっ

た事例もたくさんございます。 

 例えば、思いつくところでは、紀の川祭の

今後というようなときには、かなり大きな、

これまでの歴史を塗り替えるということで、

大きな案件でもございますので、たしか各部

から役職を問わず選出をいたしまして、たし

か20名程度だったと思うんですけども、忌憚

のない意見と申しますか、そこでいろんな意

見を出し合っていただいて、方向性を決めて

いこうではないかと。これは市長からそうい

う話がありました。私が決めるのではなく、

まず、職員におろして決めよというようなこ

ともございました。 

 また、 近では政策的な大きな案件もござ

いまして、それについては各部長を招集いた

しまして、それについてどうやということで

意見を聞いて、さまざまな意見も出ました。

その中で、単発、常設ではないんですけども、

それぞれ案件に応じては横断的な意見の集約

もしてございます。 

 ただ、悲しいかな、議員ご指摘のように、

年齢を問わず全職員というんですか、かなり

広い範囲でという形での意見を取りまとめて

おるということは、確かにやってないのが現

状でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）意見を取りまとめると

いうのは、確かに難しいですね。それは難し

いのはわかるんですけども、印象としての話

で誠に申しわけないんですが、自分とはかか

わりのないところで物事が決められていって

いて、それは私の責任でもなければ、関知す
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るところでもないよという雰囲気が組織の中

に強いんじゃないかなというふうに、私はそ

ういう印象を持っておるんですが、部長は、

その辺のご認識はいかがですか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）議員がそのように

感じられるということではございますが、私

は各課において、各部また各部長、課長が、

各所属長についてはいろんなところにアンテ

ナを張りめぐらして、いろんな意見を聞いて、

それを各部内におろすというのは、これは所

属長の役目かと、このように思うわけです。

したがいまして、いろんな意見の中で、自分

の意に沿わぬ決定もあろうかと思います。そ

れは、ただ組織という中でいる以上、それに

ついては従っていただかないかんときもあろ

うかと思います。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）押し問答しておっても

仕方がないんですけどね。一つは、情報のや

り取りが決してスムーズでないところがあり

ますね。 初に書きましたように、自分のと

ころは、自分が担当すべき政策なり施策なり

について、十分に知らないままにおりてきた

というようなこともあったというふうに、現

在もあるというふうにお聞きしていますし、

あるいは、これはこの質問よりちょっと出る

かもしれませんけども、課内の、あるいは部

内の情報のやり取りが悪いがために、うまく

機能していないという事例もあるわけですね。

具体的に言うとちょっとあれなので控えます

けども、ありましたですね。この本会議場で

も、一般質問でもされたことがあると思いま

すけども、それも情報のやり取りが大変まず

かったと。 

 私は、この質問をするについて思ったのは、

本当に職員自身が、この本市の政策について、

ありとあらゆることについて当事者意識を持

って考えるという、そういう習慣をつくって

ほしいなというふうに思っています。確かに、

関係する部分については、これは当然、いや

が応でもかかわっていくわけですけども、関

係しない部分についても、それはやはり目配

りしていく、常に考えていく、そういう組織

の風土にしていっていただきたい。 

 うちだけではないんですよね。特に大きな

市に行きますと、自分の仕事はわかっていま

すと。でも、ちょっと違う仕事のことは全く

知りませんという職員がいっぱいおるんです。

本市でも言いますと、例えば出先の職員がお

りますね。例えば、具体的に言いますと、幼

稚園、保育所の先生方がいらっしゃいます。

じゃあ、この方々は、自分の仕事については

よく知っておられるし、考えておられるかも

しれません。でも、本市の政策なり施策なり

について考えているかというと、恐らく考え

てない方が多いんじゃないかなというふうに

思います。 

 例えば、消防でもそうですね。消防でも、

自分の消防行政については考えている。でも、

ほかの市行政全般については、それは私は考

える立場にないしということで、頭をめぐら

してない方がいらっしゃるというふうに私は

思うんですね。それではいかんのじゃないか

ということで、この質問をさせていただいて

いまして、それをどうするかは、一つは、工

夫は要るんですけども、庁内のパブリックコ

メントをとられるというふうなことも一つか

もしれませんし、先ほど述べていただいたよ

うに、その時々でチームを組まれるというの

も一つのやり方かもしれませんが、やはり、

これは意識改革として、組織全員が市行政全

般について考えて、常に考えろと。ある企業

に行きますと、考えるということを張り出し

てある。常に考えるということを張り出して
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ある企業もあるわけです。 

 そういうことを啓発していくというのを、

組織として掲げていくというようなことをし

ていっていただきたいなというふうに思うわ

けですが、ちょっと答弁しにくいかもしれま

せんが、よろしくお願いします。 

○議長（井上勝彦君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今ご指摘いただ

きました点、私も非常に大事なことであると

思っております。 

 先ほど企画部長のほうから、祭りの件につ

いては、皆さんのご意見をいただいたとご紹

介させていただきましたけれども、それ以外

にも、橋本市の市民との協働の指針づくりの

ときも、各部にまたがる中堅の職員にご協力

をいただきましてつくり上げたものでござい

ますし、それから、全職員に対しては、以前、

市長のほうから、少子化についての対策を職

員全員に呼びかけて出してもらうようにとい

う指示をいただきまして、３回程度呼びかけ

たことがございます。残念ながら、なかなか

思うように意見をいただくことができません

でした。３回ぐらい目のときでしたか、二、

三人の方からご提案をいただきまして、その

中には採択した事業もございます。 

 しかし、ご指摘のように、なかなか現実的

には、職員の方からそういったご提案をいた

だけるような風土といいますか、そういった

仕組みができておりませんので、今後、若手

の職員からもどんどんいただけるような、何

かそういった仕組みづくりを考えまして、取

り組んでまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）ありがとうございます。 

 仕組みも考えていかなければならないんで

すけども、私は、やはりそういうことを推奨

する組織、推奨していくという、全体の組織

の風土を変えていく、ムードをつくっていく

ということが一番大事かなというふうに思い

ます。そのために、本当に常に考えろという

ふうに呼びかけていっていただきたいなとい

うふうに思うわけです。なかなか難しいと思

いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、なぜこういうことを言うかといい

ますと、私自身の考えも大変、本当に限られ

たものなんですよね。私自身が考えることと

いうのは。で、いろんな方のお話を聞く中で、

それは違うかなとか、やっぱり私のは合うと

るかなというふうに判断していくわけです。

自分の頭で考えられる範囲というのは限られ

ています。だから、 終的に決断というのは、

市長が政治生命をもってされればいいわけで

すけども、その決断される前に、いろんな職

員の声を聞いた上で決断されるのが、より良

い決断につながっていくと思いますので、な

かなか難しいことかと思いますけども、組織

の風土をそういうふうに変えていっていただ

くことを希望して、私の質問を終わります。 

○議長（井上勝彦君）中西議員の質問に関す

る１項目めの数字の一部、補足説明がありま

す。 

 建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）申しわけございま

せん。１番目の質問で、数字等で若干補足説

明をさせていただきたいと思います。 

 100年確率で本市の場合、降雨量が86㎜と申

しましたけども、これはすべての河川を100

年確率で計算しているという意味ではござい

ません。100年確率の場合はこういった数字だ

という点でございます。 

 それから、紀南地域で127㎜と申しましたけ

ども、紀南地域のある部分が127㎜であって、

紀南地域すべてが127㎜ではございません。も

う少し降雨量の多いところもございますので、

言葉足らずで申しわけございませんでした。
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訂正と補足させていただきます。 

 失礼しました。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時24分 休憩） 
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